
阿久比町マスコットキャラクターの使用に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、ホタル飛びかう住みよい環境づくりを進める阿久比町（以下「町」

という。）のマスコットキャラクター「アグピー」（以下「マスコットキャラクター」

という。）の使用について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「マスコットキャラクター」とは、阿久比町が著作権を有

するイラストで、別図のとおりとする。 

（使用の承認申出等） 

第３条 マスコットキャラクターを使用しようとする者（以下「申出者」という。）は、

あらかじめ阿久比町マスコットキャラクター使用承認申出書（様式第１号）を町長

に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当

するときは、この限りではない。 

 (1) 町及び町の行政機関（以下「町等」という。）が使用するとき。 

 (2) 国、地方公共団体、学校及びその関係者等が業務の目的で使用するとき。 

 (3) 報道機関が町政に係る報道及び広報の目的で使用するとき。 

 (4) 阿久比町観光協会が、物品等の販売又は販売等に必要なデータを提供するとき。 

 (5) 個人が営利を目的とせず、販売商品をそのままの状態で使用するとき。 

 (6) その他町長が適当と認めるとき。 

２ マスコットキャラクターの使用料は、無料とする。 

（使用の承認基準等） 

第４条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、マスコットキャラクターの

使用を承認しない。 

 (1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあるとき。 

 (2) 特定の政治、思想及び宗教の活動に使用しようとするとき。 

 (3) 不当な利益を得るために使用しようとするとき。 

 (4) 特定の個人等の売名に使用しようとするとき。 

 (5) 町のイメージを傷つけ、又は正しい理解の妨げになると認められるとき。 

 (6) 社会通念上承認することが不適当と認められるとき。 



 (7) その他町長が承認することが不適当と認めるとき。 

（使用承認書等） 

第５条 町長は、承認することが適当と認めたときは、阿久比町マスコットキャラク

ター使用承認書（様式第２号。以下｢使用承認書｣という。）を申出者に交付するも

のとする。 

２ 町長は、承認することが不適当と認めたときは、阿久比町マスコットキャラクタ

ー使用不承認書（様式第３号）を申出者に交付するものとする。 

（使用上の遵守事項） 

第６条 マスコットキャラクターの使用承認を受けた者（以下「使用者」という。）は、

次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 (1) 承認された用途のみに使用すること。 

 (2) 町で定めた形、色等に沿って正しく使用すること。 

 (3) 当該使用に係る物件の完成見本（完成見本の提出が困難なものについては、そ

の写真）を速やかに町長に提出すること。 

 (4) 商標登録出願を行わないこと。 

 (5) 第三者にその使用権を譲渡又は転貸しないこと。 

（承認内容の変更等） 

第７条 使用者は、使用承認書で承認を受けた事項に変更が生じた場合は、あらかじ

め阿久比町マスコットキャラクター使用変更申出書（様式第４号）を町長に提出し

なければならない。 

２ 町長は、前項に規定する申出を承認することが適当と認めたときは、阿久比町マ

スコットキャラクター使用変更承認書（様式第５号。以下｢変更承認書｣という。）

を使用者に交付するものとする。 

３ 第４条及び前条の規定は、第１項の場合について準用する。 

（承認の取消し） 

第８条 町長は、次の各号のいずれかに該当する使用があったときは、その承認を取

り消し、阿久比町マスコットキャラクター使用承認取消書（様式第６号）を使用者

に交付するものとする。 

 (1) 偽りその他不正な手段により承認を受けたと認められるとき。 

 (2) 第４条又は第６条に違反していると認められるとき。 



 (3) 使用承認書又は変更承認書に掲げる使用期間内に、使用する意思が認められな

いとき。 

２ 使用者は、承認を取り消された当該物件を使用してはならない。 

３ 町長は、使用者に対し承認を取り消された当該物件の回収を求めることができる。 

４ 町長は、使用者が承認を取り消されたことにより生じた損害について、賠償する

責任を負わない。 

（報告書の提出） 

第９条 使用者は、マスコットキャラクターの使用を完了したときは、速やかに阿久

比町マスコットキャラクター使用報告書（様式第７号）を町長に提出しなければな

らない。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、マスコットキャラクターの使用に関する必

要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和元年１１月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、令和２年３月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、令和３年３月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。



別図(第２条関係) 

阿久比町マスコットキャラクター「アグピー」イラスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号(第３条関係) 

  

阿久比町マスコットキャラクター使用承認申出書 

 

  年  月  日  

 

阿久比町長     様 

 

住所(所在地)〒              

氏名(名称及び代表者名)          

電話番号                 

 

下記のとおり阿久比町マスコットキャラクター使用承認を申し出ます。

なお、阿久比町マスコットキャラクターの使用に関する要綱の規定を 

遵守します。 

 

記 

使用対象物件 
 

 

使用目的 
 

 

使用方法 
 

 

使用場所・地域 
 

 

使用期間  

使用数量 
 

 

販売(経費)総額 
 

 

担当者連絡先 

(所属・氏名・電話) 

 

添付書類 (1)企画書(レイアウト・スケッチ・原稿等) 

(2)申出者の概要・現況を示すもの 

(3)マスコットキャラクターを使用する事業の予算書 

(4)その他参考となるもの 



様式第２号(第５条関係) 

  

阿久比町マスコットキャラクター使用承認書 

  

第   号  

  年  月  日  

  

氏名(名称及び代表者名)    様 

  

阿久比町長        印 

  

  年  月  日付けで申出のありました阿久比町マスコット

キャラクターの使用については、下記の条件を付して承認します。 

  

記 

1 承認内容は、次のとおりとする。 

使用対象物件 
 

 

使用目的 
 

 

使用方法 
 

 

使用場所・地域 
 

 

使用期間  

使用数量 
 

 

販売(経費)総額 
 

 

承認番号 
 

 

２ 使用に際しては、阿久比町マスコットキャラクターの使用に関する要

綱の規定及び承認内容を遵守すること。 

３ この使用によって生じる不利益、損害又は損失について、阿久比町は

その責任を一切負わないものとする。



様式第３号(第５条関係) 

  

阿久比町マスコットキャラクター使用不承認書 

  

第   号  

  年  月  日  

  

氏名(名称及び代表者名)    様 

  

阿久比町長        印 

  

     年  月  日付けで申出のありました阿久比町マスコットキ

ャラクターの使用については、下記の理由により承認できません。 

 

記 

該当事項 不 承 認 理 由 

 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあるため。 

 特定の政治、思想及び宗教の活動に使用しようとするため。 

 不当な利益を得るために使用しようとするため。 

 特定の個人等の売名に使用しようとするため。 

 町のイメージを傷つけ、又は正しい理解の妨げになると認めら

れるため。 

 社会通念上承認することが不適当と認められるため。 

 その他町長が承認することが不適当と認めるため。 

理由 

 

 

 

 



様式第４号(第７条関係) 

  

阿久比町マスコットキャラクター使用変更申出書 

  

  年  月  日  

  

阿久比町長    様 

  

住所(所在地)〒              

氏名(名称及び代表者名)          

電話番号                 

  

    年  月  日付け    第  号・承認番号  番で承認を

受けました内容について、下記のとおり変更したいので申し出ます。 

  

記 

  変更前 変更後 

使用対象物件 
 

 

 

使用目的 
 

 

 

使用方法 
 

 

 

使用場所・地域 
 

 

 

使用期間 
 

 

 

使用数量 
 

 

 

販売(経費)総額 
 

 

 

添付資料  変更が確認できる資料等 

  

 



様式第５号(第７条関係) 

  

阿久比町マスコットキャラクター使用変更承認書 

  

第   号  

  年  月  日  

  

氏名(名称及び代表者名)    様 

  

阿久比町長        印 

  

      年  月  日付けで申出のありました阿久比町マスコット

キャラクターの使用内容の変更については、下記の条件を付して承認しま

す。 

記 

１ 承認内容は、次のとおりとする。 

  変更前 変更後 

使用対象物件 
 

 

 

使用目的 
 

 

 

使用方法 
 

 

 

使用場所・地域 
 

 

 

使用期間 
 

 

 

使用数量 
 

 

 

販売(経費)総額 
 

 

 

承認番号 
 

 

 

２ 使用に際しては、阿久比町マスコットキャラクターの使用に関する要

綱の規定及び承認内容を遵守すること。 

３ この使用によって生じる不利益、損害又は損失について、阿久比町は

その責任を一切負わないものとする。



様式第６号(第８条関係) 

  

阿久比町マスコットキャラクター使用承認取消書 

  

第   号  

  年  月  日  

  

氏名(名称及び代表者名)    様 

  

阿久比町長        印 

  

    年  月  日付け    第  号・承認番号   番で承認

したマスコットキャラクターの使用については、下記の理由により承認を

取り消します。 

 

記 

該当事項 承 認 取 消 理 由 

 偽りその他不正な手段により承認を受けたと認められるため。 

 第４条又は第６条に違反していると認められるため。 

 使用承認書又は変更承認書に掲げる使用期間内に使用する意

思が認められないため。 

 



様式第７号(第９条関係) 

  

阿久比町マスコットキャラクター使用報告書 

  

  年  月  日  

  

阿久比町長    様 

  

住所(所在地)〒              

氏名(名称及び代表者名)          

電話番号                 

  

      年  月  日付け    第  号・承認番号   番で

承認を受けましたマスコットキャラクターを使用したので、下記のとおり

報告します。 

  

記 

使用対象物件 
 

 

使用目的 
 

 

使用方法 
 

 

使用場所・地域 
 

 

使用期間  

使用数量 
 

 

 


